
平
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二
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出
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問

第

一

九

六

号

「
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
日
本
画
に
関
す
る
質
問
主
意

書
に
対
す
る
政
府
答
弁
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴
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子
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「
在
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
大
使
館
に
配
置
さ
れ
て
い
た
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
日
本
画
に
関
す
る
質
問
主
意

書
に
対
す
る
政
府
答
弁
」
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
一
七
六
号
）
並
び
に
、
「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
八
九
第
五
〇
号
、
一
〇

〇
号
、
一
二
六
号
）
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

過
去
の
質
問
主
意
書
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
政
府
答
弁
書
を
起
案
し
た
者
の
氏
名
を
問
う
て
き
た
が
、
氏
名
に
つ
い
て

は
答
え
ら
れ
て
い
な
い
。
政
府
答
弁
書
を
起
案
し
た
者
の
氏
名
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
る
理
由
が
あ
る
の
か
。

あ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
理
由
を
答
え
ら
れ
た
い
。

二

過
去
の
質
問
主
意
書
、
前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
が
特
定
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
、
岸
田
外
務
大

臣
と
し
て
国
民
に
「
説
明
」
と
「
謝
罪
」
を
す
る
考
え
が
あ
る
か
否
か
何
度
も
問
う
て
き
た
が
、
政
府
の
答
弁
書
で
は
、
岸

田
外
務
大
臣
と
し
て
の
見
解
が
答
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、
当
方
の
質
問
に
対
し
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
外
務
省
と
し

て
、
ま
た
岸
田
外
務
大
臣
と
し
て
、
「
潮
の
舞
」
の
所
在
が
特
定
で
き
な
か
っ
た
事
に
対
し
、
国
民
に
「
説
明
」
と
「
謝

罪
」
を
す
る
考
え
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
答
弁
す
る
こ
と
を
避
け
る
理
由
が
あ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。


